
別記様式２ 

         　　　　令和５年度第３回青森警察署協議会議事録

開催日時 　令和６年２月29日(木) 午後２時　～　午後３時15分　

開催場所 　青森警察署４階講堂及び道場 

出 委　員    会長以下12人
 

席 警察署    署長以下18人

開　催　内　容

１　開会 

２  会長挨拶 

３　青森警察署長挨拶 

４　青森県警察署代表者会議報告 

５　議事 

　　治安概況、各種訓練実施状況 

 

 　特殊詐欺の詳しい手口について説明があったが、詐欺の被害に遭う年齢層は
 若い人が多いのか。
 

　　【回答】 

　　　以前は高齢者が多く、手口も電話やはがき等が多かったが、現在は手口も幅
　　広く、老若男女、詐欺の被害に遭っている。 

　　　また、犯人も高齢者のみをターゲットに絞っていないので、いつ誰が狙われ
　　ているかわからないため、特殊詐欺には十分に気をつけてほしい。 

６　質疑応答等 

 

　 　交通安全協会に入っており、10年位前までは署員との交流が多くあったが、
 業務内容が変わり交番を訪ねることもなくなった。 

 　ボランティアの会員として協力できることはあるか。
　
　　【回答】 

　　　 令和３年度までは、免許手続事務を平内交番でも行っていて、安協事務局も
　　交番内にあり専任の事務員も常駐していたことから、安協委員の方々も交番に
　　立ち寄りやすい状況だった。 

　　　管内の治安維持のためには、地域住民の声を直接聞くことは重要で、気軽に
　　交番に立ち寄ってもらいたい。 

　　　ボランティア活動については、コロナ禍において制限されていたが、今年度、
　　警察が主催する活動についてはコロナ以前の活動と同様の規模で実施した。 

　　　平内町内においても街頭活動等を実施しており、差し支えなければ御協力願
　　いたい。 

　 

 　金沢小学校通りみちのく銀行金沢支店前交差点信号機が撤去された件につい
 て「撤去された理由」「春になったら横断歩道はできるのか」以上２点を教え
 てほしい。
 
 



　 【回答１】 

       信号機の設置については、設置に関する全国統一の基準が示されており、基
　　準に合致しない信号機の見直しを図っている。 

　　　金沢小学校東側押しボタン信号機については、設置基準に該当しない箇所で 
    あること、交通実態調査の結果、撤去して差し支えないと判断した。 

　　　その際、町内会にチラシを配布して事前広報するとともに、金沢小学校にも 
    意見を伺い、学校側からは、児童の登下校時には小学校前の押しボタン信号機
　　を横断するよう指導していることを確認した。 

　　　なお、信号機撤去後、同所における交通事故の発生は把握していない。 

　【回答２】 

　　　横断歩道の設置の予定はない。 

　　　同所は、交差点付近がガソリンスタンドや店舗等車両の出入り口になってい
　　るため、標識の設置場所がなく、横断歩道を移動させると隣接する横断歩道と 

　　の距離が近くなりすぎるためである。 

 

 　信号機のない交差点の横断歩道の白線がほとんど消えてしまっているところ
 があり気になっている。 

 　例えば、善知鳥神社前の丁字路は横断歩道の標識はあるが、信号機のある交
 差点からも近く標識を見落とす可能性があると思うため、白線がはっきりして
 いたら歩行者も安心して道路を渡ることができるのではないか。
 

　　【回答】 

　　　横断歩道等の道路標示が摩耗している場所については、更新の要望をしてい
　　るが、年間で更新できる数には限りがあることから、小学校周辺の通学路など
　　重要性の高い場所から順次、更新が行われている。 

　　　摩耗度合いの高い場所については、継続して更新の要望をしている。 

 

 　平内中学校周辺の道路は、中学校の統合により送迎などで交通量が増えたこ
 と、徒歩で通学する生徒も増えたことで運転していてとても危険に感じるよう
 になったため、学校への呼びかけも必要なのではないか。
 

　　【回答】 

　　　小中学校の統廃合により、学校周辺の交通情勢の変化が見込まれる時は、各
　　学校に対して保護者による車での送迎時の交通事故防止についてお願いしてい
　　る。 

　　　平内中学校の統合以降、送迎などの車両が増加していることは把握しており、
　　事故防止のため朝夕、学校周辺のパトロール活動を実施している。 

　　　新年度も近いことから改めて平内中学校に対して、子どもの送迎や学校行事
　　などで来校する保護者及び学校に出入りする業者などへの交通事故防止の呼び
　　かけを依頼したいと考えおり、合わせて、平内町役場、平内地区安全運転事業
　　主会などの関係機関・団体に対しても交通事故防止の呼びかけを依頼したい。 

 

 　石川県で地震があったが、青森県に同様の地震が来た場合の警察の対応につ
 いて説明してほしい。 

 　また市民に協力してほしいことがあったら教えてほしい。
 

　  【回答】 

　　  青森警察署では、地震や台風等の自然災害はもとより、大規模な事故災害が
　　発生した場合に備えて、「青森警察署災害警備計画書」を策定しており、災害の
　　規模や状況に応じて早期に体制を確立することにしている。 

　　　大地震が発生した場合は、住民の安全を最優先に 



　　　　・　住民の避難誘導 

　　　　・　被災状況の全体的な把握 

　　　　・　交通規制や緊急交通路の確保 

　　　　・　自治体との情報共有や住民への広報活動 

　　などの初動対応にあたる。 

　　　大規模災害が発生した場合、住民の皆様には、警察官への協力よりも先に、
　　自分とご家族の命を守るための行動を第一にとってもらいたい。 

　　　普段から自治体が指定している避難所の確認や非常食を準備するなどの備え
　　をしてもらい、災害が発生した際には、警察官の避難誘導に従ってもらうとと
　　もに交通規制等に御理解御協力をいただきたい。 

 

 　港町の車道に雪がたまっていて、いつまでも車道に雪があるのだが、警察に
 連絡をすればよいのか教えてほしい。
 

　　【回答】 

　　　除排雪は道路を管理している県や市の道路管理者に連絡願いたい。 

　　　道路に雪を出すなどの行為があれば、道路交通法に違反するため警察で注意
　　指導等を行う。 

 

 　昨年の秋頃、地域住民からバス停に放置自転車があるとのことで確認し、筒
 井交番と八甲田交番に連絡をした。後日、持ち主に連絡をし対処してもらった。
 地域住民として非常に助かった。（当日欠席の委員からの感謝事例として紹介）
 

７　事務連絡 

８　実戦的総合訓練見学 

９　閉会 

【　開　催　状　況　】 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


